
[事案 26-46] 高度障害保険金支払等請求  

・平成 26年 8月 29日  裁定打切り 

＜事案の概要＞  

  故意による転落事故であるとして高度障害保険金等が支払われないことを不服として、その

支払いを求めて申立てのあったもの。 

＜申立人の主張＞ 

  平成 24年 3月の転落事故により、第一腰椎破裂骨折等の受傷をして手術・入院加療を受け、

また、約款所定の障害状態ないし高度障害状態になったことから、手術・入院給付金および高

度障害保険金等を支払うとともに、保険料の払込みを免除してほしい。 

＜保険会社の主張＞ 

  転落事故は、被保険者である申立人の故意によるものであり、約款上の支払免責事由にあた

るので、申立人の請求に応じることはできない。 

＜裁定の概要＞ 
  裁定審査会では、当事者から提出された申立書、答弁書等の書面の内容にもとづき審理を行

った。審理の結果、以下のとおり、指定（外国）生命保険業務紛争解決機関「業務規程」第

32条 1項 3号にもとづき、裁定打切り通知にその理由を明記し、裁定手続を打ち切ることと

した。 

1. 本件の争点について 

 (1)本件では、転落事故が被保険者である申立人の故意によるものであるか否かが重要な争点

となるが、この点について、保険会社は証拠提出された確認報告書のヒアリング結果にも

とづき転落事故が申立人の故意によるものであることを主張する一方、申立人は確認報告

書には事実に反する記載がある等としてその信用性に疑念を呈している。 

 (2)申立人は転落事故当時の記憶が全くないと主張していることから、仮に事情聴取を実施し

ても、申立人の故意の有無は判断できない可能性が高い。 

 (3)本事故は目撃者も無く、事故の客観的状況ないし事故当時の申立人の認識を明らかにする

には、現場における検証や、申立人の転落事故以前の状況を知る第三者への証人尋問が必

要となる。 

2. 結論 

  本件の適正な解決は、当事者のいずれかに主張の立証責任を負わせ、保険会社の反対尋問

権も保障される裁判手続における証人尋問手続によるべきであり、簡易迅速な解決を旨とす

る裁判外紛争解決機関たる当審査会ではなく、裁判手続における慎重な審理のうえで解決を

図ることが相当である。 

 


